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防音工事を希望します。
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℡ （ ）

※

【注意事項】

〈要件〉

　新田原飛行場周辺の８０Ｗ以上の区域に所在する住宅のうち平成５年７月２日から
平成１５年８月２９日までに建設された住宅

以下の方がお住いの住宅で、工事を優先的に行うことを希望する場合は該当箇所
を□で囲んでください。

高齢者 乳幼児 障がい者

告示後住宅の防音工事については、次の要件に該当する住宅が対象です。※１

告示前に建設された住宅を建替えた住宅に対する防音工事については、通常の希
望届を提出してください。

※２

上記１の要件を満たす住宅の防音工事について、８５Ｗ以上の区域に所在してい
る場合は、原則として外郭防音工事により実施することになりますが、それ以外
の区域に所在している場合は、一挙防音工事により実施することになります。
なお、防音工事の工事区分に関する問い合わせは、九州防衛局企画部防音対策課
にご連絡をお願いいたします。（０９２－４８３－８８２４）

※３

連絡先

建築年月※２ 年 月

工事希望者の住所
工事希望者の住所と住宅防音工事を希望する住宅の所在地が異なる場合は、
その住宅の所在地を記入してください。

住宅防音工事希望届
(告示後住宅）

フリガナ
工事希望者が借家人の場合には、住宅に係る所有
権を有する者の住宅防音工事に係る承諾が必要に
なりますが、承諾は得られていますか。工事希望者の氏名

はい いいえ


